
 

 

令和７年度 

市有地売却実施要領（その２） 

(3号地：富田林市高辺台一丁目１７番１ 

及び藤沢台三丁目１０５番） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富田林市総務部行政管理課 



その２

現地見学会を行いますので、入札参加希望者は、指定の日時に参加してください。
開催日時：令和７年１２月１０日(水)【３号地】午後２時　現地集合・雨天決行
ただし、当日午前９時に大阪府富田林市において、大雨・暴風等気象に関する
警報が発令されている場合は、１２月１２日（金）の同時刻に順延します。
※物件に関する質問等お問合せには一切お答えできませんので、ご了承ください。

入札参加希望者は、本市指定の入札参加申込書に所定の事項を記入・押印(実印)し、
受付期間内に、受付場所へ持参してください。受付時に入札保証金の納付書を交付します。
※郵送等による申込みは受け付けません。
受付期間： 令和７年１２月２日(火)から令和７年１２月２６日(金)正午まで

9時00分から12時00分及び12時45分から17時30分

入札参加 受付場所： 富田林市常盤町1番1号
申込み　 総務部行政管理課（富田林市役所５階）
（持参）

持参するもの： ①入札参加申込書
②印鑑登録証明書
③誓約書（法人の場合は役員に関する調書を添付）

　 ④個人：住民票 
④法人：登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は全部

事項証明書の現在事項証明書又は履歴事項証明書)
⑤個人：国税の納税証明書（その3の2）
 　法人：国税の納税証明書（その3の3）
⑥市税納付状況確認同意書
⑦国民健康保険料納付状況確認同意書
⑧下水道料金等納付状況確認同意書
⑨入札保証金還付請求書

受付時にお渡しするもの： ①入札書
②入札保証金の「納入通知書兼領収書」
③委任状（代理人により入札しようとする場合のみ）

※②の入札保証金は、入札までに指定金融機関で納付してください。

下記の日時に入札受付場所へ以下の①～③の書類の持参により入札の受付をします。

入札日時　：令和８年１月１５日(木)
【３号地】　午後２時００分　

入札受付場所：富田林市常盤町1番1号
入札 　富田林市役所５階　入札室

※入札開始時間に遅れた場合は、入札には参加できません。
（持参）

①入札書
                　  
 

③委任状（代理人により入札しようとする場合のみ）

入札参加

資格の審査

仮契約の締結
及び

売買代金の　
支払い

※富田林市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条により、
　 本契約については議会の議決が必要となります。議決を得た後、本契約に移行します。
　 なお、本契約については、本市令和８年３月議会最終日を予定しております。

登記の手続きは本市が行いますが、諸費用（登録免許税等）は買受人の負担です。

落札者は、令和８年１月２７日（火）までに売買仮契約の締結を行っていただきます。
売買代金は、契約保証金（売買代金の10％以上で、本市の指定した額　期限：令和８年３月１
８日）を納付し、令和８年４月３０日（木）までに残額を支払っていただきます。
なお、入札保証金は売買代金もしくは契約保証金の一部に充当します。

落札候補者の市税、下水道使用料、国民健康保険料の納付状況の確認、「富田林市契約か
らの暴力団排除措置要綱」に基づく大阪府警察への照会等により、入札参加資格の審査を行
います。その結果、入札参加資格を満たすと認められた場合は、落札者に決定し、その旨を
文書で通知します。※落札者以外の方の入札保証金は、落札者が決定してから約３週間後
を目途に申込時に指定された口座にお返しします。

所有権の移転登
記

売　却　の　手　順

現地見学会

持参するもの：入札参加申込時にお渡しした以下の書類

②入札保証金の「納入通知書兼領収書」の原本又は写し（金融機関の領収印
のあるもの。）

開札 入札締切後、入札場所において直ちに開札します。



最低売却価格 入札保証金

接面道路

都市計画区分

用途地域

建ぺい率 容積率

都市計画施設 無

防火規制 法22条地域

その他の規制 外壁後退全周1.0ｍ、絶対高さ10.0ｍ以下、金剛・金剛東地区土地区画整理事業区域

電気

都市ガス

上水道

下水道

所在 地番 登記簿

物件調書(3号地)

362,634,000円 36,263,400円

所在地 地目 地積（㎡）

土地の状況

現況 公簿 実測

富田林市高辺台一丁目 17番１ 山林 山林 5,201 5,199.88

直接問い合わせてください。

大阪広域水道企業団 直接問い合わせてください。

公共下水道 未整備・引込可

行
政
的
条
件

南東側：幅約6.0ｍの市道「金剛2 号線」
南西側：幅約6.0ｍの市道「金剛3 号線」
北西側：幅約6.0ｍの市道「金剛23 号線」
北西側：幅約6.0ｍの市道「金剛北23 号線」
北東側：幅約6.0ｍの市道「金剛北25 号線」
北東側：幅約6.0ｍの市道「金剛北24 号線」

市街化区域

50% 100%

7,983 7,986.82

工作物等 擁壁、花壇、立木、引込支柱、雨水排水Ｕ字溝、木製階段、石碑、モニュメント、周囲擁壁及び侵入防止柵

そ
の
他

【土地補足事項】
・南海高野線「金剛」駅の北東方約1.4ｋｍ及び同線「大阪狭山市」駅の東方約1.0ｋｍ
・南東側間口：約133ｍ（隅切り部分除く）、最大奥行：約220ｍ、形状：不整形
・東側「富田林市立葛城中学校」と隣接しています。
・周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない。
・土地区画整理事業により造成され、平成13年３月に土地所有者より寄付の申出があり、富田林市が取得し、現在に至
ります。
・周囲が間知擁壁(H=1.0m～5.0ｍ）に囲われています。
・接面道路より高低差が最大20.0ｍ程度存する箇所があります。
・旧公園・緑地用地です。
【特記事項】
・現状有姿での引渡しです。ただし、北側に存する倉庫1基については市にて撤去します。
・土壌汚染調査、地下埋設物調査は未実施です。
・見学会や契約後に判明したものについては、落札者の責任において適切に管理してください。
・所有権移転後、土地と工作物等について、落札者の責任と費用負担で管理すること。
※注意事項
・この「物件調書」は、物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者自身において、現地及び規制
等について調査確認を行ってください。

供
給
施
設

関西電力送配電株式会社 直接問い合わせてください。

大阪ガス㈱

13,186.70

物
件
の
表
示

合　計

第一種低層住居専用地域

地勢　傾斜地（接面道路から最大20ｍ程度の高低差がある）

13,184

富田林市藤沢台三丁目 105番 山林 山林



物件番号 ③

土地所在図

土地明細図

売却物件

藤沢台三丁目105

高辺台一丁目17番



市有地売却に係る一般競争入札の参加について 

 

 富田林市が実施する市有地売却に係る一般競争入札に参加される方は、次の事項をご承

知の上、入札に参加してください。 

 

1. 売却物件及び売却の方法 

① 売却物件 

 ３号地 

所 在 大阪府富田林市高辺台一丁目及び藤沢台三丁目 

地 番 １７番１及び１０５番 

現 況 地 目 山林 

地 積 １３，１８６．７０㎡ 

最 低 売 却 価 格 金３６２，６３４，０００円 

入 札 保 証 金 金３６，２６３，４００円 

現 地 見 学 会 令和７年１２月１０日（水）午後２時～午後３時 

そ の 他  

 

 

  

②売却の方法 

買受人は、地方自治法の規定による一般競争入札により決定します。なお、買受人は、

開札により落札候補者を決定し、その者について入札参加資格審査を行った結果、その資

格を満たしていると認められた場合に、落札者として決定いたします。 

 

2. 入札参加の条件 

 当該物件の売却に参加できる者は、個人及び法人とします（本市に競争入札等参加資格の

登録の有無を問いません）。ただし、入札参加申込日現在において以下のいずれかに該当す

る方は、当該入札に参加することができません。 

※現地見学会及び現地見学に係る注意事項 

 ・付近には駐車場がありませんので、車でのお越しはご遠慮下さい。現地見学

会は雨天決行しますが、当日午前９時に大阪府富田林市地域において、大雨・

暴風等気象に関する警報が発令されている場合は、１２月１２日（金）の同時

刻に順延します。 

 ・現地見学会に不参加の方、現地未確認の方が入札に参加された場合でも、物

件の現況はすべて了知しているものとみなします。 

 



(ア)  地方自治法施行令（昭和２５年政令第２４５号）第１６７条の４第１項の規定に

該当する者 

(イ)  国税等（所得税、法人税及び消費税）並びに本市に納税・納付義務を有する者に

あっては、市・府民税、固定資産税、都市計画税、法人市民税、軽自動車税及び国

民健康保険料を完納していない者 

(ウ)  本市に下水道使用料又は浄化槽使用料（以下「下水道料金等」という。）を納付す

る義務を有する者にあっては、下水道料金等を完納していない者 

(エ)  富田林市契約からの暴力団排除措置要綱（平成２３年富田林市要綱第８５号）第

3 条別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する者 

(オ)  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）第５条第１項の規定による観察処分を受けた団体及びその構成員の者 

(カ)  本市の競争入札等の入札参加有資格者にあっては、富田林市入札等参加停止要綱

（令和２年富田林市要綱第７号）に基づく入札参加停止期間中である者 

(キ)  会社更生法（平成１４年１２月１３日法律第１５４号）の規定による更生手続き

開始の申立てがなされている者（同法の規定による更生計画が認可されているもの

を除く。） 

(ク)  民事再生法（平成１１年１２月２２日法律第２２５号）の規定による再生手続き

開始の申立てがなされている者（同法の規定による再生計画が認可されているもの

を除く。） 

(ケ)  代表者が同一である個人、及び法人が重複して申請された場合 

(コ)  下記の入札参加申込みの手続きをしなかった者 

 

3. 入札参加申込み 

当該物件の入札に参加する者は、下記に従って、事前に入札参加申込みを行ってください。

入札参加申込みを行わないと入札はできません。 

①  入札参加申込み期間 

令和７年１２月２日（火）から令和７年１２月２６日（金）正午まで 

９時００分から１２時００分まで及び１２時４５分から１７時３０分まで 

②   提出方法 持参  

富田林市常盤町１番１号 富田林市役所５階 

 富田林市総務部行政管理課窓口へ直接持参して下さい 

※ 郵送等による受付は行いません。 

③ 提出書類 

（１） 入札参加申込書（必要事項を記入のうえ、実印を押印） 

（２） 印鑑登録証明書 

（３） 誓約書（必要事項を記入のうえ、実印を押印） 



  所定の用紙を使用し、個人の場合は入札参加者、法人の場合は役員全員が、誓約

書の内容について誓約していただきます。 

（４） （個人の場合）住民票 

（法人の場合）登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は全部事項

証明書の現在事項証明書又は履歴事項証明書) 

（５） 国税の納税証明書（未納の税額のないことの証明） 

（個人の場合）申告所得税と消費税及び地方消費税（その３の２） 

（法人の場合）法人税と消費税及び地方消費税（その３の３） 

（６） 市税納付状況確認同意書  

（７） 国民健康保険料納付状況確認同意書  

（８） 下水道料金等納付状況確認同意書  

（９） 入札保証金還付請求書 

 ※ 請求書を提出されても還付しない場合がありますので、必ず下記の入札保証金

の項目を参照してください。） 

（10） その他必要と認めた書類 

 上記の証明書類は、すべて原本で申請書提出時の３か月以内に発行したものを提出

してください。 

 納税証明書については、発行後１か月以内のものに限ります。 

④ 留意事項 

（１） 行政管理課窓口で入札参加申込をされたときに、入札保証金に係る納付書をお渡

しします。 

（２） 入札参加申込み受理後、入札を辞退する場合も申込書類は返還しません。 

（３） 共有名義で申込む場合は、入札参加申込書及び誓約書の申込者欄、入札保証金還付

請求書の請求者・依頼者欄に連名で記入して下さい。但し、振込先は１口座を指定し

て下さい。 

（４）入札申込者に関する情報のお問い合わせには一切お答えできません。 

（５）入札申込者の名義は入札者と同じでなければなりません。またその方は、売買契約

書締結者や登記名義人と同一となります。 

 

4. 入札保証金 

 入札に参加するためには、「1.売却物件及び売却の方法」に記載する入札保証金を納付し

なければなりません。入札保証金について、下記の事項に十分留意してください。 

①  入札参加者は、現金により入札保証金を納付していただきます。 

②  入札保証金は、受付時に配布します納入通知書を使用して指定金融機関で納付して

ください。 

③  入札時に入札保証金の納付が確認できない場合、又は、納付した額が、本市が設定し



た保証金額に不足があるときは、当該入札は無効となります。 

④  買受人となった者の入札保証金は、契約時の契約保証金及び売買代金の一部に充当

します。 

⑤  落札しなかった者又は入札を辞退した者の入札保証金は、落札者が決定した後に、入

札保証金還付請求書により還付します。 

⑥  落札者が正当な理由なく期限までに売買契約を締結しないときは、入札保証金は返

還いたしません。 

⑦  本件入札においては、富田林市財務規則（昭和 39 年富田林市規則第 16 号）第 94 条

の規定による入札保証金の納付の免除をいたしません。 

⑧  入札保証金には利息を付しません。 

 

5. 入札 

① 入札書提出方法 持参 

富田林市常盤町１番１号 

富田林市役所５階 入札室 へ直接持参して下さい 

※ 郵送等による受付は行いません。 

② 受付時間 

令和８年１月１５日（木） 

【３号地】 午後２時００分 

※ 入札開始時間に遅れた場合は、入札には参加できません。 

③ 入札書・入札説明書 

入札説明書を精読し、入札書は入札参加申込受付時に配布したものを使用して下さい。

入札参加申込受付時に入札書及び入札説明書をお渡しします。 

 ④ 入札保証金の納付確認 

「納入通知書兼領収書」（金融機関の領収印が押されたもの）の写しを持参して下さい。 

 ⑤ 代理人による入札 

  入札は所定の委任状を提出することにより、代理人に行わせることができます。代理人

は、所定の入札書に必要な事項を記載し、記名押印（委任状に押印されている代理人の

印）のうえ、入札箱に投入してください 

⑥ 入札の無効 

 次のいずれかに該当する入札は、無効となります 

  ・入札書が本要領に定める方法以外の方法で提出されたとき。 

  ・誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札。 

  ・入札書に記名押印がないとき。 

  ・入札金額を訂正したとき。 

  ・同一の入札に対して、同一人が２通以上の入札書を提出したとき。 



  ・入札保証金を納付せず、又はその金額に不足があるとき。 

  ・入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。 

  ・不正行為により入札を行ったとき、又は行ったと認められるとき。 

  ・その他入札に関する条件に違反したとき。 

 

6.  開札 

① 開札は、入札締切り後直ちに入札者立会いのもとで行います。 

② 入札参加者以外は開札場所への入室は出来ません。 

 

7. 落札者の決定 

  ①有効な入札を行った者のうち、本市が定める最低売却価格以上で最高の価格の入札

者をもって落札候補者とします。 

  ②落札となるべき同価格の入札をした者が２以上あるときは、直ちに当該入札者によ

りくじを実施し落札候補者を決定します。この場合、当該入札者のうち、くじを引か

ない者があるときは、その者に代わって当該入札に関係のない本市職員がくじを引

きます。 

③落札候補者の決定後、本市において当該落札候補者に対し、入札参加資格の審査を行

います。その結果、入札参加資格を満たすと認められた場合は落札者に決定します。 

④入札参加資格の審査の結果、資格を満たしていないと認められた場合は、最低売却価

格以上で次順位の価格の入札者の審査を行い、落札者が決定するまで同様の審査を

繰り返します。 

 

8. 契約の締結及び売買代金の支払い 

① 落札者は、令和８年１月２７日（火）までに停止条件付売買仮契約を締結し、令和

８年３月１８日（水）までに契約保証金を納付していただきます。なお、入札保証

金は契約保証金の一部に充当します。 

② 落札者が①の期限までに売買契約を締結しない場合は、入札保証金は本市に帰属

し、返還はいたしません。 

③ 売買代金の残額は、売買仮契約の締結日から、令和８年４月３０日（木）までに本

市が発行する納入通知書により納付していただきます。 

④③の期限までに売買代金の全額の納付が無い場合は、契約保証金は本市に帰属し、返

還はいたしません。 

 

9. 契約保証金 

①契約保証金の額は、契約金額の１００分の１０に相当する額とします。 

②契約保証金は、本市が発行する納入通知書により、入札保証金充当後の差額を納付し



ていただきます。 

③契約保証金は、売買代金に充当します。 

④契約保証金には、利息を付しません。 

 

10. 契約にあたって付する主な特約 

売買契約にあたって次の特約を付することとします。 

 ①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月１５日法律第７７

号）第２条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体の活動のために利用する等、

公序良俗に反する用途に供し、また、これらの用途に供されることを知りながら、売

買物件の所有権を第三者に転売し、又は売買物件を第三者に貸してはならない。 

 ②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及び同

条第１１項に規定する接客業務受託営業の事務所の用途に供し、また、これらの用途

に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に転売し、又は売買物件を

第三者に貸してはならない。 

  ③当該土地の所有権移転の日から１０年間に、所有権の移転もしくは、地上権、質

権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定を行う場合には、その後の承

継人に前記①②の特約の義務を承継させなければならない。 

 ④契約の履行について確認するために、本市が必要であると認めるときは、実地調査等

に協力しなければならない。 

 ⑤前記特約①②に違反したときは、売買代金の３０／１００に相当する額を、前記特約

④に違反したときは売買代金の１０／１００に相当する額を違約金として支払わな

ければならない。 

 ⑥前記特約①②に違反したときは前記特約⑤の違約金の徴収に加えて、土地の買戻し

ができるものとする。買戻しの期間は所有権移転の日から１０年以内とする。 

 

11. 契約に付する停止条件 

売買契約にあたって次の条件を付することとします。 

 ①地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定により富田林市議会（以下「議会」という。）の議決

を経ることを停止条件とし、条件成就により本契約に移行する。 

 ②この契約は令和８年３月３１日までに当該議決を経ることができなかったときは停

止条件の不正就が確定するものの、本市はこれによるなんらの損害賠償の責をも負わ

ないものとする。 

 

12. 契約の解除 



①買受人が売買契約書の各条項に違反したとき、又は契約を履行しないときは、本市は

契約を解除することが出来るものとします。 

②この場合、買受人は本市の指示する期間内に買受人の費用で土地を原状（本市が引き

渡したときと同じ土地の状態）に回復して本市に引き渡すものとします。但し、本市

が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還

することができるものとします。 

 

13. その他留意事項 

① 売買代金全額の納付があった時に所有権が移転し、土地を引き渡すこととします。 

② 物件は、現状有姿のまま引き渡すものとします。 

③ 所有権の移転登記と買戻し特約登記は、本市が嘱託により行います。登記に際して

住所証明書として住民票又は代表者事項証明書等必要書類の提出をお願いします。 

売買契約に関する収入印紙の費用は、買受人の負担となります。 

④ 所有権移転登記と買戻特約登記に必要な登録免許税は、買受人の負担となります。 

売買代金完納後の公租公課は、買受人の負担となります。 

⑤ その他契約に関する費用、必要書類の費用は買受人の負担となります。 

⑥ 土地を利用するときは、近隣住民等地元関係者への積極的な情報提供に努め、意見

には誠意を持って対応し、協議、調整を行ってください。 

 

問い合わせ先 

〒５８４－８５１１ 富田林市常盤町１番１号 

         富田林市総務部 行政管理課 

         電話番号 ０７２１－２５－１０００ 内線３２７      

  



３号地 

           土地売買契約書（案） 

 富田林市（以下「売払人」という。）と買受人       （以下「買受人」という。）

は次の条項により土地売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 売払人買受人両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（土地の表示） 

第２条 売払人はその所有する次に掲げる土地（以下「当該土地」という。）を買受人に売

り払い、買受人はこれを買い受ける。 

 所在 地番 地目 地積 

（１） 大阪府富田林市高辺台一丁目 １７番１ 山林 ５，１９９．８８㎡ 

（２） 大阪府富田林市藤沢台三丁目 １０５番 山林 ７，９８６．８２㎡ 

（売買代金） 

第３条 当該土地の売買代金は、金        円とする。 

（契約保証金） 

第４条 買受人は、この契約に際し、契約保証金として金      円を令和８年３月１

８日までに売払人に納付しなければならない。 

２. 契約保証金のうち、金３６，２６３，４００円は入札保証金から充当する。 

３. 契約保証金は、第２０条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。 

４. 売払人は、買受人が第５条に定める義務を履行したときは、契約保証金を売買代金に充

当する。 

５. 売払人は、買受人が第５条に定める義務を履行しないことにより、第１７条の規定に基

づきこの契約を解除したときは、契約保証金を売払人に帰属させることができる。 

６. 契約保証金には利息を付さない。 

（代金の支払い） 

第５条 買受人は、第３条の売買代金のうち契約保証金を除いた、金     円を売払人

の発行する納入通知書により、令和８年４月３０日までに納付するものとする。 

（所有権の移転及び登記） 

第６条 当該土地の所有権は、売買代金の全額支払時をもって買受人に移転する。 

２.売払人は、前項の規定による当該土地の所有権移転後、速やかに所有権移転登記を嘱託

するものとし、買受人は、これに必要な書類等をあらかじめ売払人に提出とするものとす

る。 

３.前項の登記に要する費用は、買受人の負担とする。 



（土地の引渡し） 

第７条 当該土地は、売買代金支払と同時に別に何らの手続を用いないで、当該土地の所在

地において、現状有姿のまま買受人に引き渡したものとする。 

（危険負担） 

第８条 買受人は、この契約締結のときから当該土地の引渡しのときまでにおいて、当該土

地が売払人の責に帰すことのできない事由により滅失し、又は毀損した場合には、売払人

に対して売買代金の減免を請求することができない。 

（公租公課の負担） 

第９条 売買代金完納後における公租公課については、すべて買受人の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第１０条 買受人は、この契約締結後、当該土地が種類、品質又は数量に関して契約の内容

に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であることを発見しても、売買代金の

減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 

（用途等の制限）  

第１１条 買受人は、当該土地を暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に定める暴力団をいう。）若しくは法律の規

定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者又は

その他これらに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りなが

ら、当該土地の所有権を第三者に転売し、又は当該土地を第三者に貸してはならない。 

 ２.買受人は、当該土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗

関連特殊営業及び同条第１１項に規定する接客業務受託営業その他これらに類するもの

の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、当該土地の所有権を第三

者に転売し、又は当該土地を第三者に貸してはならない。 

 （実地調査等） 

第１２条 売払人は、この契約に定める義務の履行状況について、必要があると認めると

きには、買受人に対し、質問し、立入検査を行い、帳簿、書類、その他の物件を調査

し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

 ２.買受人は、売払人から要求があるときは前条に定める義務の履行について、その事

実を証する書類その他資料を添えてこの土地の利用状況等を直ちに売払人に報告しなけ

ればならない。 

 ３.買受人は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報

告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

 （義務の承継） 

第１３条 買受人は、当該土地の所有権移転の日から１０年以内に、所有権の移転もしく

は、地上権、質権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定を行う場合には、



その後の承継人に前２条に定める義務を承継させなければならない。 

（買戻しの特約）  

第１４条 売払人は、買受人又は前条に定める承継人が、第１１条に定める用途等の制限

に違反したときは、当該土地を買戻すことができる。  

２.前項に定める買戻しの期間は、当該土地の所有権移転の日から１０年間とする。 

３.買戻し特約が登記された物件を買受人が分筆したときは、売買代金を分筆後の面積に

応じて按分した額を、分筆後の各土地の売買代金とする。 

４ 本契約締結の日から１０年が経過し、買受人が第１１条に定める用途等の制限に違

反した事実がないと売払人が認めた場合は、買受人又は前条に定める承継人の請求に基

づき、第１項に定める買戻しの特約は解除し、買戻し特約の登記を抹消するものとす

る。 

５ 買受人及び前条に定める承継人は、第２項に定める買戻しができる期間の満了前で

あっても、開発許可を受けた開発行為（当該開発行為に係る土地を住宅分譲する場合に

限る。）において開発検査済証の交付を受け、かつ第１１条に違反することがないと売

払人が認めるに足りる事情があるときは、売払人に対して買戻し特約の登記の抹消に関

する協議を行うことができる。 

（買戻しの特約の登記）  

第１５条 買受人は、売払人が前条に定める買戻しの特約の登記をすることに同意するも

のとする。  

（違約金）  

第１６条 買受人は、第１１条第１項及び第２項に違反したときは、売買代金の３０パー

セントに相当する額、第１２条に違反したときは売買代金の１０パーセントに相当する

額を違約金として売払人に支払わなければならない。  

２.前項の違約金は、第２０条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。 

（契約の解除） 

第１７条 売払人は、買受人がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告その他何ら

の手続を用いないで、この契約を解除することができる。 

（返還金等） 

第１８条 売払人は、第１４条に定める買戻権を行使又は前条の規定によりこの契約を解

除したときは、買受人が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付

さない。 

２.売払人は、前項に規定する場合において、買受人が負担した契約の費用は返還しない。 

３.売払人は、第１項に規定する場合において、買受人が損害を受けることがあっても、こ

れを賠償しない。 

４.売払人は、第１項に規定する場合において、買受人が当該土地に支出した必要費、有益

費その他一切の費用は償還しない。 



（原状回復の義務） 

第１９条 買受人は、売払人が第１４条に定める買戻権を行使したとき又は第１７条の定

める解除権を行使したときは、売払人の指定する期日までに買受人の負担において、当該

土地を原状に回復し、売払人の検査を受けて返還しなければならない。ただし、売払人が

原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２.売払人は、前項のただし書の場合において、当該土地が滅失又はき損しているときは、

その損害賠償として、買戻権を行使した場合において買戻権行使時の、また、解除権を行

使した場合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を売払人に支払わ

なければならない。また、買受人の責に帰すべき事由により売払人に損害を与えている場

合には、その損害に相当する金額を売払人に支払わなければならない。 

３.買受人は第１項の定めにより、当該土地を返還する場合において、買受人が当該土地を

原状に回復して返還しないときは、売払人が買受人に代わって原状に回復することがで

きるものとし、買受人はその費用を負担しなければならない。 

４.買受人は第１項の定めるところにより当該土地を売払人に返還するときは、売払人の

指定する期日までに、当該土地の所有権移転登記の承諾書を売払人に提出しなければな

らない。 

（損害賠償） 

第２０条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないため、売払人に損害を与えたとき

は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。 

２. 買受人は、土地引渡し以後においては、買受人の責任において土地管理等を行い、第

三者に損害を与えた場合は、買受人が損害賠償しなければならない。 

（返還金の相殺） 

第２１条 売払人は、第１８条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、買受

人が第１６条第１項、第１９条第２項及び第３項若しくは前条の規定により売払人に支

払うべき金額があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第２２条 この契約に要する一切の費用は、すべて買受人の負担とする。 

（近隣住民等への配慮） 

第２３条 買受人は、当該土地を利用するときは、近隣住民等地元関係者（以下「地元関

係者」という。）への積極的な情報提供に努め、地元関係者の意見には誠意を持って対

応し、地元関係者と協議、調整を行うものとする。 

２.買受人は、土地引渡し以後においては、地元関係者その他第三者との紛争が生じた場合

は買受人の責任において解決するものとする。 

（停止条件） 

第２４条 この契約は、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により富田林市議会（以下「議会」



という。）の議決を経ることを停止条件とし、条件成就により本契約に移行する。 

２．この契約は令和８年３月３１日までに当該議決を経ることができなかったときは停止

条件の不正就が確定するものの、売払人はこれによるなんらの損害賠償の責をも負わな

いものとする。 

（管轄裁判所） 

第２５条 この契約に関する管轄裁判所は、売払人の所在地を管轄区域とする地方裁判所

又は簡易裁判所とする。 

（疑義の決定） 

第２６条 この契約に関し疑義のある事項又はこの契約に定めのない事項については、売

払人買受人協議のうえ決定する。 

 

上記の契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を

保有する。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

（売払人） 富田林市常盤町１番１号 

                         大阪府富田林市 

                         富田林市長 𠮷村 善美 

 

（買受人） 

 



受付

番号 

 

入札参加申込書（３号地） 

 

令和  年  月  日 

 

富田林市長 𠮷村 善美 様 

 

      入札参加申込者 

      住所（所在地） 

氏名（法人名） 

（代表者名）                  

電話番号 

担当者 

 

 下記物件売却の一般競争入札に参加したいので、令和７年度市有地売却実施

要領（その２）の事項を了承のうえ、申し込みます。 

記 

1. 売却物件の表示 

 大阪府富田林市高辺台一丁目１７番１及び藤沢台三丁目１０５番 

2.添付書類等 

①印鑑登録証明書 

②誓約書（法人の場合は、役員に関する調書を添付。） 

③ア 個人の場合：住民票 

 イ 法人の場合：登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は全部事項証

明書の現在事項証明書又は履歴事項証明書) 

④国税の納税証明書…未納の税額がないことの証明 

  ア 個人の場合：申告所得税と消費税及び地方消費税について（その 3の 2） 

 イ 法人の場合：法人税と消費税及び地方消費税について（その 3の 3） 

⑤市税納付状況確認同意書（本市に市税を納める義務のある者に限る。） 

⑥国民健康保険料納付状況確認同意書（本市に国民健康保険料を納める義務のある者に

限る。） 

⑦下水道料金等納付状況確認同意書（本市に下水道料金等を納める義務のある者に限る。） 

⑧入札保証金還付請求書 

※①③については、発行後３か月以内のものに、④の納税証明書については、発行

後１か月以内のものに限ります。（原本で提出してください） 

実印 

 



誓約書 

 

    年 月 日 

 

富田林市長 𠮷村 善美 様 

 

         入札参加申込者 

          住所(所在地） 

氏名(法人名） 

(代表者)                    

 

 私は、富田林市が実施する令和７年度市有地売却の一般競争入札の申込みに当たり、

次の事項につきまして誓約します。 

また、大阪府警察等関係官庁への調査に同意し、その結果、次の事項が事実と異な

ることが判明した場合は、貴市により落札者の決定の取り消し又は、契約を解除され

ても異議ありません。 

 

１．入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者に該当

しません。 

２．私又は当社の役員（申込者が法人の場合）は、次の掲げるいずれかの者に該当し

ません。 

ア．個人及び法人の役員等が暴力団員であると認められる者。  

イ．暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ．自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的で、暴力団等を利用

したと認められる者。 

エ．いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を

不当に与えたと認められる者。 

オ．暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる者。 

カ．無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条第１

項の規定による観察処分を受けた団体及びその構成員の者 

 

３．入札に際し、令和７年度市有地売却実施要領（その２）、現地説明及び入札物件

の法令上の規制等すべて承知の上で参加します。 

※市ウェブサイトから誓約書と役員に関する調書を別々にダウンロードした場合

は、２枚の用紙のつづり目に実印で割印するか、両面印刷をしてください。 

実印 

 



フリガナ
（氏と名の間をひとマスあける） 年号 年 月 日

例 代表取締役 富田林　太郎 トンダバヤシ　タロウ Ｓ 11 11 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注１

注２

注３

してください。

会社名

役職名 住所

富田林市常盤町１番１号

氏名
生年月日

現在事項証明書又は履歴事項証明書に記載されている現役員を全員（入札参加申込者欄に記載した代表者含む）記載してください。

年号は大正はＴ、昭和はＳ、平成はＨと表記してください。

市ウェブサイトから誓約書と役員に関する調書を別々にダウンロードした場合は、２枚の用紙のつづり目に実印で割印するか、両面印刷

役員に関する調書（法人の場合）

所在地



            市税納付状況確認同意書 

 

  年  月  日 

 

富田林市長 𠮷村 善美 様 

 

          入札参加申込者 

 

           住所(所在地） 

氏名(法人名） 

 (代表者)                

  

 

 

 

 

 私は、令和７年度市有地売却の一般競争入札の申込みに当たり、富田林市が

市税の納付状況を確認することに同意します。 

 

 

 確認の結果、市税に滞納があった場合には、入札参加者の資格を承認しない

ことについて異議申し立て致しません。 

 

 

 

 

 

 

※ここでいう市税とは、市・府民税、固定資産税、都市計画税、法人市民税、

軽自動車税のことをいいます。 

※納付状況の確認対象となる市税は、入札（開札）日の属する月の２ヶ月前の

末日以前が納付期限となる市税です。 

実印 

 



          国民健康保険料納付状況確認同意書 

 

  年  月  日 

 

富田林市長 𠮷村 善美 様 

 

          入札参加申込者 

 

           住所(所在地） 

氏名(法人名） 

 （代表者住所） 

(代表者)                 

 

 

 

        （世帯主が同上であれば記入の必要はありません） 

           住所 

 

           氏名                   世帯主認印 

 

 

 

 私は、令和７年度市有地売却の一般競争入札の申込みに当たり、富田林市が

国民健康保険料の納付状況を確認することに同意します。 

 

 

 確認の結果、国民健康保険料に滞納があった場合には、入札参加者の資格を

承認しないことについて異議申し立て致しません。 

 

 

 

 

※納付状況の確認対象となる国民健康保険料は、入札（開札）日の属する月の

２ヶ月前の末日以前が納付期限となる国民健康保険料です。 

実印 

 



           下水道料金等納付状況確認同意書 

 

  年  月  日 

 

富田林市長 𠮷村 善美 様 

 

          入札参加申込者 

 

           住所(所在地) 

氏名(法人名) 

(代表者)                 

 

 

 

 

 

 

私は、令和７年度市有地売却の一般競争入札の申込みに当たり、富田林市が下

水道料金等の納付状況を確認することに同意します。 

 

 

 確認の結果、下水道料金等に滞納があった場合には、入札参加者の資格を承

認しないことについて異議申し立て致しません。 

 

 

 

 

 

 

※ここでいう下水道料金等とは、下水道使用料又は浄化槽使用料のことをいい

ます。 

※納付状況の確認対象となる下水道料金等は、入札（開札）日の属する月の２

ヶ月前の末日以前が納付期限となる下水道料金等です。 

  

実印 

 



住　　所

氏　　名

法人及び
代表者名 印
振 込 先

入札保証金還付請求書

請求内容

請 求 金 額

普 通 ・ 当 座 NO.

　　　　　　　　　　　　銀行　　　　        　　　　　支店

フリガナ

                                    金３６，２６３，４００円

※但し、富田林市市有地売却（大阪府富田林市高辺台一丁目１７番１及び藤沢台三丁目１０５番）分

入 札 保 証 金

請求日　　令和　 　年　　 　月　 　　日

富 田 林 市 長 様

下 記 の 金 額 を 請 求 し ま す 。

金３６，２６３，４００円

口 座 名 義 人


